
条例第 32号

単純な労務に雇用 される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 7年 6月 30日

宇和島市長 召療失あ



単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成17年条例第52号）の一部を次のように改正する。 

 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

改正前 改正後 

（給与の減額） （給与の減額） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するま

での子を養育するため１日の勤務時間の一部（２時間を超えない

範囲内の時間に限る。）を勤務しないことをいう。）の承認を受

けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務し

ない１時間につき、勤務１時間当たりの給料の月額を減額した給

与を支給する。 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するま

での子を養育するため１日の勤務時間の全部又は一部          

                      を勤務しないことをいう。）の承認を受

けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務し

ない１時間につき、勤務１時間当たりの給料の月額を減額した給

与を支給する。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

 

附 則 

 この条例は、令和７年10月１日から施行する。 

 


